
様式３ 

企画提案審査方式による選定結果一覧表 

公 表 項 目 内      容 

１ 契約名 情報発信力強化業務委託契約 

２ 審査年月日 令和 7年 5月 16 日 

 

３ 評価基準、配点及び評価 

（業者） 

株式会社プラ
ップジャパン 

（業者） 

D 社 
（業者） 

E 社 
（業者） 

F 社 

 

（評価基準） 
提案方針 
（配点：10点×5名＝50 点） 

44 28 40 42 

（評価基準） 
業務共通 
（配点：25点×5名＝125 点） 

115 85 95 105 

（評価基準） 
メディアキャラバン 
（配点：10点×5名＝50 点） 

38 32 38 36 

（評価基準） 
メディアアプローチ 
（配点：20点×5名＝100 点） 

84 68 64 80 

 

（評価基準） 
戦略的コンサルティング等 
（配点：10点×5名＝50 点） 

40 32 38 34 

（評価基準） 
委託業務の実施体制 
（配点：15点×5名＝75 点） 

63 42 51 54 

（評価基準） 
価格点 
（配点：10点×5名＝50 点） 

49.90 50.00 50.00 49.70 

４ 総合評価の審査結果 433.90 337.00 376.00 400.70 

５ 契約の方法 企画提案審査随意契約 

６ 契約者の名称 株式会社プラップジャパン 

７ 契約締結年月日 令和 7年 5月 26 日 

８ 契約金額(税込) 
契約基本額 14,272,500 円 

（成果に応じて、最大 4,757,500 円の成果報酬加算があります 

９ 随意契約の理由及び根拠法

令 

 本業務では、山梨県の施策・事業を県内外の関係者に正確か
つ効果的に伝え、県政運営の質を向上させるため、広報に対す
る高度な専門知識と豊富な経験、そしてメディア関係者との強
固なネットワークを持つ事業者を活用し、県の施策や事業を広
く発信することが求められている。 
そのため本業務を実施する事業者は、広報やメディアリレー

ションズに対する専門的知識、問題解決能力（直面する課題を
分析し、適切な解決策を提案する力）、柔軟性と適応力（変化す
る状況や新たな情報に迅速に対応できる能力）、調査・分析能力
（データや情報を収集し、分析する力）を有している必要があ
る。価格のみの競争では、そうした知見等を評価することはで
きないため、公募型プロポーザル方式による企画提案の審査に
より、業務遂行能力が最も優れた事業者を選定する必要がある。 
よって、その性質上本契約は競争入札に適さないものとして、
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約と
し、山梨県財務規則第 137 条第 3 項の特別な理由に該当するた
め、見積もり合わせを省略する。 

10 所属名 高度政策推進局広聴広報グループ 
 

※企画提案者の符号は、一次審査の符号と必ずしも一致するとは限りません。



 


